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行政のお知らせ
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さしあげます

ゆずってください

▷テレビ台　▷こたつ　▷二段ベッド(木製)　 ▷折りたたみ式ベッド　
▷ベビーサークル　▷食器棚　▷座椅子　▷置き時計　▽本棚　▷金
庫　▷電気圧力鍋　▷餅つき機　▷冷凍冷蔵庫（2ドア）　▷ガス炊飯器
（プロパンガス用）

▷自転車（大人用）　▷ダンベル　▷蓋付き鍋　▷洋服掛け　▷ポールハ
ンガー　▷ミニ四駆のコース　▷睡蓮鉢　▷アイロン　▷家庭用ミシン　
▷ソファ（2～ 3人用）　▷ダイニングテーブルと椅子　▷プリンター　
▷掛け時計

相　　談 場　　所 期　　　　日 時　　　間 問い合わせ

法律(予約制） 産業文化会館
2階会議室

10月22日㈫ 予約は10月1日㈫から 午前9時30分～正午

地域活動推進課
（内線252）

11月14日㈭ 予約は10月15日㈫から 午後1時30分～ 4時

行政機関に対する
意見・要望

商工センター
201会議室 10月21日㈪ 午前10時～午後3時

消費生活
多重債務 市役所 毎週月～金曜日(祝日を除く） 午前9時30分～正午

午後1時～ 3時30分
消費生活センター
（内線495）

  相続、遺言、離婚、
  日常生活の困り事

コミュニティセンターみずしろ 10月19日㈯※予約制
午後1時～ 4時 埼玉県行政書士会埼北

支部☎564―0104VIVAぎょうだ 11月13日㈬※予約制

夫婦関係・DVなど
（予約制）

※女性相談員対応
VIVAぎょうだ

毎週木・土曜日　
※ 土曜日は市内在住の方を対象に電話相談
も受け付けます。

午後1時～４時
(電話相談は午後1時～ 2時)

VIVAぎょうだ
☎556―9301

人権 地域交流
センター 11月13日㈬ 午後1時30分～ 3時30分 人権・男女共同参画

推進課(内線221）

税務(予約制）
関東信越税理
士会行田支部
（市役所前）

毎週水曜日(祝日を除く)※予約受け付け
は毎週月・水・金曜日（祝日を除く）の
午前10時30分～午後3時30分

午後1時～ 4時
関東信越税理士会
行田支部
☎554―1411

夜間の納付相談 市役所 毎週火曜日(祝日を除く） 午後5時15分～ 7時 収納課（内線236・237）

水道料金の夜間納付 水道庁舎（前谷） 10月22日㈫、11月12日㈫　 午後5時15分～ 7時 水道課☎553―0131

一部の相談についてはメールでの問い合わせもできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。

市税の納め忘れはありませんか
　市では、「納税コールセンター」を設置して、電話で市
税などの納付確認と納付の呼び掛けを行っています。納
付が遅れると、督促状などを発送するために多くの経費
（税金)が掛かります。
　市税の納期内納付にご理解とご協力をお願いします。

▶注　　意　 納税コールセンターでは、金融機関名や口
座番号を聞いたり、口座を指定して振り込
みを依頼したりすることはありません。不
審な点がありましたら電話を切り、収納課
へお問い合わせください。

口座振替をご利用ください
　市税は口座振替で納付できます。安心・確実・便利な
口座振替をぜひご利用ください。市内金融機関または市
役所で申し込みができます。

コンビニやスマホ決済アプリで納付できます
　市税はコンビニエンスストアやスマートフォン決済ア
プリで納付できます。休日・夜間、時間を問わずに納付
できますので、ぜひご利用ください。
　なお、納期限を過ぎた納付書など取り扱いができない
場合がありますので、ご注意ください。

納税相談はお早めに
　病気や失業などのやむを得ない特別な事情により納付
が困難な方は、早めにご相談ください。また、通常業務
時間内に来庁できない方のために、次のとおり納税・相
談窓口を開設していますのでご利用ください。

休日夜間　納税・相談窓口の開設
▶休　　日　毎週日曜日の午前8時30分～正午
▶夜　　間　 毎週火曜日の午後5時15分～ 7時※祝日

を除く
▶場　　所　収納課
▶問い合わせ 同課（内線236・237）

  羽生市
第13回「世界キャラクターさみっとin羽生」
▶日　　時 11月23日㈯・24日㈰午前10時～午後3時
▶場　　所　 上川崎公園(羽生市上川崎219―4)、イオ

ンモール羽生西側駐車場(羽生市川崎2丁
目)

▶内　　容　キャラクターたちが大集合します。
▶問い合わせ  世界キャラクターさみっとin羽生実行委員

会事務局(羽生市観光プロモーション課内)
☎560―3119

  加須市
KAZOLING CYCLE RALLY 2024
▶期　　間　10月6日㈰～ 11月15日㈮
▶内　　容　 期間中にラリーポイントを自転車で巡り、

4カ所以上のキーワードを集めた方に抽選
で賞品をプレゼントします。

　　　　　　※ 応募には、集めたキーワードと「ラリー
ポイントと自転車が一緒に写っている写
真1枚」の提出が必要

▶そ の 他　 抽選参加方法や賞品などは、加須市ホーム
ページをご覧ください。

▶問い合わせ 加須市観光振興課☎0480―62―1111

北彩タウン報情
～でかけませんか となりまち～

　毎年9月から10月の2カ月間は、総務省が定めた「行政相談
月間」です。これに伴い、次のとおり特設会場を設置し、同省
関東管区行政評価職員と共に相談を受け付けます。

▶日　　時　10月21日㈪午前10時～午後3時
▶場　　所　商工センター 201会議室
▶内　　容　 年金や医療保険、生活保護、雇用、道路（国道）な

ど、主に国の行政の仕事について「分からない」「説
明に納得できない」「処理が間違っているのでは
ないか」といった苦情や意見、要望を受け付けます。

▶行政相談委員 河野恭男さん、富田祐子さん、風間祥一さん

行政苦情110番
　総務省関東管区行政評価局でも相談を受け付けています。

　【電話】0570―090110
　【FAX】048―600―2336

定例行政相談
　毎月1回、主に国の行政機関に関する苦情や意見、要望など
を聴き、その解決や実現を図っています。

▶場　　所　産業文化会館第1会議室

▶問い合わせ 地域活動推進課くらし安心担当（内線252）

納付書や口座振替で納めていただく方（普通徴収)

市県民税・・・・・・・・・・・・・・・・3期
国民健康保険税・・・・・・・・・・・・・4期
介護保険料・・・・・・・・・・・・・・・4期
後期高齢者医療保険料・・・・・・・・・・4期

納期限　10月31日㈭
・ 市税などの納付には、｢安心！確実！便利！｣な
　口座振替をご利用ください。
・納付の相談は随時窓口で実施しています。

▶問い合わせ 収納課(内線236・237)

年金からあらかじめ差し引かれる方（特別徴収)

10月支給の年金から差し引きます。
　①市県民税
　②国民健康保険税
　③介護保険料　
　④後期高齢者医療保険料
▶問い合わせ ①税務課(内線231)
　　　　　　②健康課(内線271)
　　　　　　③高齢者福祉課(内線277)
　　　　　　④健康課(内線227)

納期のお知らせ（10月分） 特設行政相談会を開催します


